
 

 

 

 

 

令和５年度改訂版 

小平市 



小平市内の 

介護保険サービス事業所、 

病院・診療所、 

地域の居場所・通いの場は 

「小平市医療･介護情報検索サイト」 
 ＜https://chiiki-kaigo.casio.jp/Kodaira＞ 

で検索ができます。ご利用ください。 
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 冊子の利用にあたっては、以下の点にご注意ください
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【特定福祉用具販売・住宅改修の費用の支払い方法について】……………………………………

　　有料老人ホーム　……………………………………………………………………

　　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム)　…………………………………………………

　　介護老人保健施設　………………………………………………………………………

【市外高齢者施設】

　　地域密着型通所介護（小規模デイサービス）　………………………………………

【通院等乗降介助】

　　受領委任払い契約締結事業者（住宅改修)　………………………………………………

　　通院等乗降介助　…………………………………………………………………………

　変更になる場合もありますので、内容に関するお問い合わせは当該事業所に直接お願いします。

　あります。

・事業所に関する記載内容は､事業所に行ったアンケート結果をもとに掲載しています。発行後に

　　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム)　……………………………………………

・利用者負担のめやすは、事業所ごとに異なることがあり、めやすよりも高額となる場合が

・掲載している事業所は､原則として令和６年２月現在の登録情報をもとに抽出しています。

　　夜間対応型訪問介護　…………………………………………………………………

　　サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム　………………………………………………………………
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こんなとき、こんなサービスが利用できます

日帰りで施設に通い、介護や機能訓練を受けた
り、みんなと交流したいときは？

短期間施設に入所して介護を受けたい、または
家族が急用などで家を空けなければならないと
きは？

福祉用具を使いたい、または介護のために住宅
の環境を整えたいときは？

１つの事業所で、通い、訪問、宿泊のサービスを
組み合わせて受けたいときは？

自宅に訪問してもらい、介護や家事の手助けが
ほしいときは？

自宅でリハビリや医療チェックを受けたいときは？

ケアプランを作成したいとき、サービスの利用に
ついて相談したいときは？

施設を生活の場として介護を受けたいときは？

施設に入所して、介護を受けたいときは？

1



●　要介護（要支援）認定の申請 ●　基本チェックリストでの状態確認

　高齢者支援課または地域包括支援セン
ター（高齢者あんしん相談窓口）へご相談くだ
さい。

事業対象者
（基本チェックリストでの該当）

　介護が必要となってから申請となりま
す。

　基本チェックリストを実施します。事業対象者
に該当し、生活機能低下が認められた場合、介
護予防・生活支援サービスが受けられます。

●　要介護（要支援）認定

～ サービス利用までの流れ ～

要介護 ５

要介護 ４

要介護 ３

要介護 ２

　調査員による訪問調査と主治医の意
見書をもとに判定を行い、認定結果を
郵送で通知します。（原則として申請日
から３０日以内）

●　サービスの利用

　介護保険サービスの利用には、ケアプラン
の作成が必要になります。
　介護度により、利用できるサービスの内容
が変わります。

～ 利用できるサービス ～

●　介護保険サービスの利用相談

　このページの詳しい内容については、高齢者支援課または地域包括支援
センター（高齢者あんしん相談窓口）へお問い合わせください。

＊

要介護 １

　介護サービスを利用できます。

　介護予防サービス、介護予防・生活
支援サービスを利用できます。

　介護予防・生活支援サービスを利用
できます。

　一般介護予防事業を利用できます。

要支援 1

非 該 当

要支援 ２

要介護の区分 利用できるサービスの種類
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　　　　事業者と契約するときに注意したいこと

　介護保険制度によるサービスの利用には、利用者とサービス事業者との契約

が必要になります。以下のことに注意して、居宅介護支援事業者やサービス事

業者と契約してください。

　「どんなことに困っているか」「何をしてほしいか」などを考えておきましょう。

事業者に困っていることなどを伝え、介護保険ではどんなサービスが利用できるか

を聞きましょう。

　分かりやすく答えてくれる事業者を選びましょう。納得できなければ、他の

事業者を選ぶことができます。

　複数の事業者を比較することをお勧めします。

　以下の項目を参考に、契約書をよく読んで、不明な点はよく説明を受けて確

認しましょう。

　① 利用者の希望や状況に合ったサービス内容（回数）になっていますか。

　② 利用者と事業者との間の契約となっていますか。

　③ 事業者は、都道府県または市から指定を受けていますか。

　④ 認定有効期間に合わせた契約期間になっていますか。

　　 契約期間満了後の契約更新についても確認しましょう。

　⑤ 利用者負担金（原則サービス費用の１割、２割又は３割）や、交通費の要否など

　　 の内容が明記されていますか。

　⑥ 利用者の都合によるキャンセルの場合、キャンセル料がどうなっているの

　　 か確認しましょう。

　⑦ 利用者からの契約の解除について明記されていますか。

　⑧ サービス提供によって、利用者が損害を与えられた場合の賠償義務が明記

　　 されていますか。

　⑨ 利用者や家族の個人情報が保護されるようになっていますか。

事業者を選ぶときには

納得できるまで聞きましょう

契約書のチェックポイント
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